
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 

運 営 適 正 化 委 員 会 

 

 



は じ め に 

 

社会福祉事業者の皆様におかれましては、日頃から福祉サービス充実のためご尽力され

ておられることと存じます。 

平成１２年６月に社会福祉事業法等の改正によって施行された社会福祉法第８３条に

基づき、私ども運営適正化委員会が発足してから約１８年が経過いたしました。 

社会福祉法第８３条では、運営適正化委員会の設置目的として、「福祉サービス利用援

助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適

切に解決する」こととなっています。これは、福祉サービス利用者と福祉サービス提供者

が対等な関係にあるとの理念に基づき、福祉サービスを利用するすべての人の権利を擁護

し、利用者本位の福祉サービスの提供を確かなものとして行くことを目的としたものです。 

本委員会においては、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の透明性、

公正性を担保し、事業の適正な運営を確保するために、実施主体に対し、助言、現地調査

または勧告を行う「運営監視小委員会」と、福祉サービスに関する苦情を解決するための

相談、助言、調査またはあっせんを行う「苦情解決小委員会」を設置し、それぞれの役割

に基づく活動を展開しております。 

ここに、平成２９年度における本委員会の活動の実績について報告書にまとめましたの

で、ご報告申し上げます。 

本委員会では、社会福祉事業を提供されている皆様と手を携えて、福祉サービス利用者

が適切にサービスを利用できるよう、そして茨城県内の福祉サービスの更なる充実・向上

に資するよう支援してまいりたいと考えておりますので、今後とも皆様のご協力をお願い

申し上げます。 

 

 

平成３０年３月 

 

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 

運営適正化委員会委員長 秋山 安夫 
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１ 委員会の構成 

（１）運営適正化委員会委員選考委員会 

（２）運営適正化委員会   

① 運営監視小委員会   

② 苦情解決小委員会   

 

２ 委員会の構成委員 

（１）運営適正化委員会委員選考委員会の構成委員  ６人 

構成委員の所属等 氏  名 属性（提供者・利用者・公益の別）

茨城大学 松 村 直 道 公  益 

欠員   

茨城県老人クラブ連合会 伊 藤 達 也 利用者 

茨城県手をつなぐ育成会 矢 野   清 利用者 

茨城県社会福祉施設経営者協議会 前 島 守 雅 提供者 

欠員   

 

（２）運営適正化委員会の構成委員  ８人 

構成委員の所属等 氏  名 属性（提供者・利用者・公益の別）

茨城県弁護士会 秋 山 安 夫 公  益 （法律） 

茨城県古河保健所 中 村 洋 心 公  益 （医療） 

茨城県社会福祉士会 竹之内 章代 公  益  

流通経済大学 村 田 典 子 公  益  

認知症の人と家族の会茨城県支部 柏木 とき江 利用者 

茨城県精神保健福祉会連合会 兼 清 紀 郎 利用者 

茨城県老人福祉施設協議会 小 林 正 典 提供者 

茨城県心身障害者福祉協会 中 山 洋 一 提供者 

 

（３）運営監視小委員会の構成委員  ８人 

構成委員の所属等 氏  名 属性（提供者・利用者・公益の別）

茨城県弁護士会 秋 山 安 夫 公  益 （法律） 

茨城県古河保健所 中 村 洋 心 公  益 （医療） 

茨城県社会福祉士会 竹之内 章代 公  益  

流通経済大学 村 田 典 子 公  益  

認知症の人と家族の会茨城県支部 柏木 とき江 利用者 

茨城県精神保健福祉会連合会 兼 清 紀 郎 利用者 

茨城県老人福祉施設協議会 小 林 正 典 提供者 

茨城県心身障害者福祉協会 中 山 洋 一 提供者 
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（４）苦情解決小委員会の構成委員  ４人 

構成委員の所属等 氏  名 属     性 

茨城県弁護士会 秋 山 安 夫 公  益 （法律） 

茨城県古河保健所 中 村 洋 心 公  益 （医療） 

茨城県社会福祉士会 竹之内 章代 公  益  

流通経済大学 村 田 典 子 公  益  

 

３ 事務局   事務長・係長・主事・専門員 各１人   計４人 

 

４ 会議・研修会の開催 

（１）運営適正化委員会 

実施時期 会議事項 会  場 参加者

29. 4.28 ・ 平成２８年度福祉サービス苦情解決事業実績につ

いて報告 

県総合福祉会館 5人

 

（２）運営監視小委員会 

実施時期 会議事項 会  場 参加者

29. 4.28 ・ 日常生活自立支援事業実施状況報告 

・ 新規利用者及び契約解除の状況報告 

県総合福祉会館 5人

29. 6.23 ・ 日常生活自立支援事業実施状況報告 

・ 新規利用者及び契約解除の状況報告 

・ 契約締結審査状況報告 

県総合福祉会館 7人

29. 8.25 ・ 日常生活自立支援事業実施状況報告 

・ 新規利用者及び契約解除の状況報告 

・ 契約締結審査状況報告 

県総合福祉会館 6人

29.10.20 ・ 日常生活自立支援事業実施状況報告 

・ 新規利用者及び契約解除の状況報告 

・ 契約締結審査状況報告 

県総合福祉会館 8人

29.12.22 ・ 新規利用者及び契約解除の状況報告 

・ 契約締結審査状況報告 

県総合福祉会館 6人

30. 2.23 ・ 日常生活自立支援事業実施状況報告 

・ 新規利用者及び契約解除の状況報告 

・ 契約締結審査状況報告 

県総合福祉会館 5人

 

（３）苦情解決小委員会 

実施時期 会議事項 会  場 参加者

29. 4.28 ・ 苦情相談事例の検討・報告 県総合福祉会館 3人

29. 6.23 ・ 苦情相談事例の検討・報告 県総合福祉会館 4人

29. 8.25 ・ 苦情相談事例の検討・報告 県総合福祉会館 4人

29.10.20 ・ 苦情相談事例の検討・報告 県総合福祉会館 4人

29.12.22 ・ 苦情相談事例の検討・報告 県総合福祉会館 3人

30. 2.23 ・ 苦情相談事例の検討・報告 県総合福祉会館 3人
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（４）その他の会議・研修会 

実施時期 事業・会議名 事業概要（会議事項） 会  場 参加者

29. 7.19 運営適正化委

員会事業研究

協議会 

・ 行政説明 

 厚生労働省・社会援護局 

・ 報告 

   全国社会福祉協議会 政策企画部 

・ 講義 

上智大学教授 

   立教大学教授 

・ グループ協議 

全国社会福祉

協議会 

（東京都 

千代田区）

本会か

ら 1人

29.10. 6 関東甲信越静

ブロック運営

適正化委員会

委員長等連絡

会、相談員等

連絡会 

・ 協議 

① 「日常生活自立支援事業（福祉

サービス利用援助事業）」と「成年

後見制度」との連携について 

・ 情報交換 

① 「運営適正化委員会における福祉

サービスに関する苦情解決事業に

ついて」の一部改正について（平

成 29 年 3月 7日付厚労省社会・援

護局長発通知）を受けて、各都・

県の苦情解決事業実施要綱の改正

状況について 

② 事務局職員の兼務状況について 

③ 予算要求に向けた事業評価の工夫

について 

④ 苦情解決の指針に関する通知の周

知方法について 

⑤ 苦情解決研修会の効果的な実施に

ついて 

⑥ 小規模な事業（職員数が少ない事

業所）の第三者委員の設置促進に

ついて 

・各都県苦情相談員間の情報交換 

飯田橋セント

ラルプラザ 

（東京都 

新宿区）

30 人 

本会か

ら 2人

 

30. 2.22 

 

福祉サービス

苦情解決研修

会 

 

・ 講演 

「苦情から学ぶ～利用者本位の支援とは」 

講師：茨城県社会福祉士会 

会長 竹之内 章代 氏 

 

 

小美玉市小川

文化センター

 

436 人

 

 

30. 2.23 

 

 

 

 

運営適正化委 

員会連絡会議 

 

 

 

・ 運営適正化委員会の役割について 

・ 運営適正化委員会における苦情受付・解

決状況の概要について 

・ 運営適正化委員会に寄せられる苦情相談

事例について 

・ 意見交換 

県総合福祉会

館 

 

 

18 人 

本会か

ら 9人

 

 

 

５ 広報・啓発事業 

（１）ポスターの配布 

広報・啓発用ポスター 

県内の社会福祉施設、市町村社協等へ随時配布 
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（２）パンフレットの配布 

広報・啓発用パンフレット 

県内の社会福祉施設、市町村社協等へ随時配布 

（３）資料の配布 

    「第三者委員の役割と活動」 

県内の社会福祉施設、市町村社協等へ随時配布 

（４）広報紙への掲載 

    いばらきの社会福祉 第３０６号（平成２９年６月２５日発行）に掲載 

第３０８号（平成３０年１月５日発行）に掲載 

 

６ 研修事業 

   福祉サービス苦情解決研修会 

会 場：小美玉市小川文化センター 大ホール 

開催日：平成３０年２月２２日（木） 

    参加者：社会福祉施設経営者、福祉サービス提供事業所代表者（苦情解決責任者、苦情受付

担当者等） ４３６人 

内 容：講演「苦情から学ぶ～利用者本位の支援とは」 

講師：茨城県社会福祉士会 会長 竹之内 章代 氏 

 

７ 巡回指導事業 

  県内の福祉サービス事業所を訪問して、次のことを行った。 

① 事業所における苦情解決事業の取り組み状況と第三者委員の設置状況の把握 

② 苦情解決事業に関する協議 

③ 苦情解決事業に関する関係資料集を持参して、苦情解決体制の設置がされていな場合には、

施設等の最低基準を説明して設置を働きかけた。 

④ 運営適正化委員会の周知 

      巡回指導実績 

       平成３０年２月：高齢２件、保育２件 

            ３月：高齢１件、保育５件 

  

８ 福祉サービス利用援助事業実施状況調査事業 

【調査先】 

訪問調査：結城市社会福祉協議会・常総市社会福祉協議会・取手市社会福祉協議会 

守谷市社会福祉協議会・坂東市社会福祉協議会・稲敷市社会福祉協議会 

河内町社会福祉協議会・八千代町社会福祉協議会・五霞町社会福祉協議会 

境町社会福祉協議会・利根町社会福祉協議会 

   書面調査：県内４４市町村社会福祉協議会 

 

訪問調査の概要 

運営監視小委員会では、法人である社会福祉協議会が同サービスを提供するために利用者の 
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   の権利擁護をどのように果たしているのかについての「事業全般の運営監視」と専門員、生活

支援員がどのようなサービスを提供しているのかについての「個別の契約の実施状況の監視」

を行うことで、その透明性や公平性を確保している。 

    平成２９年度は、平成２４年度から県内すべての市町村社協が基幹的社協になったことに伴 

い、昨年と同数（１１ヶ所）の県内社会福祉協議会の実施体制、生活支援員等の業務の状況、 

苦情の受付状況、日常的金銭管理サービス・書類等預かりサービス等の実施状況、他機関との 

連携の状況について確認を行った。 

 

平成２９年１１月１３日 取手市社会福祉協議会・利根町社会福祉協議会  （村田委員） 

平成２９年１１月２７日 五霞町社会福祉協議会・境町社会福祉協議会   （中山委員） 

平成２９年１１月３０日 守谷市社会福祉協議会・坂東市社会福祉協議会  （柏木委員） 

平成２９年１２月 ７日 結城市社会福祉協議会・八千代町社会福祉協議会 

    （兼清委員・中村委員） 

平成２９年１２月１３日 稲敷市社会福祉協議会・河内町社会福祉協議会 

（秋山運営監視小委員会副委員長） 

平成２９年１２月１９日 常総市社会福祉協議会     

（竹之内運営監視小委員会委員長・小林委員） 
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日常生活自立支援事業実施状況調査結果 

 

平成２９年１１月１３日（月）１０：３０ 

取手市社会福祉協議会 

●実施体制について 

 専門員３名、生活支援員１１名。 

  契約件数は２１件あり、認知症高齢者の方の件数が多い。 

  相談件数も月約１７件でケアマネージャーからの相談が増加している。 

  生活支援員の研修については、県社協が主催する研修会に参加するほか、事業内容の再確認や、

各生活支援員が持つケースの状況報告、情報交換を行い、スキルアップにつなげていた。 

 

●関係機関との連携について 

  市役所が敷地内にあり、市の各福祉関係課や包括支援センター、また、平成２８年４月から成

年後見サポートセンターが開設され、各関係機関との連絡調整及び情報交換が図られていた。 

 

●ケース記録等について 

  ケース記録については、事務局長の確認・決裁を受けていた。 

  また、ケース記録に領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

 

●支援計画の見直しについて 

  支援計画の見直しについては、３ヵ月に１回ケース検討会議で、随時見直しを検討していた。 

 

●通帳残高について 

  通帳残高が５０万円を超えているケースについて、預金残高が徐々に増えていく場合は、別通

帳を作り管理するよう要請した。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳と届け出印は、それぞれ別の職員が管理しており、適正に保管・管理されていた。 

 

●通帳からの払い戻しについて 

 通帳から払い戻しをする際には、支援員が銀行所定の払戻票を作成し、管理職員が払戻金額を

確認するなど、複数の職員で確認していた。 

 

●書類等預かりサービスについて 

  利用者から預かっている書類等については、出し入れ管理簿等で管理し、定期的に確認してい

た。 

 

●普及啓発について 

  「社協情報誌」に年１回事業概要を掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 
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  また、前年度４月に開設した成年後見サポートセンターのパンフレット、チラシを作成し、広

報を行っていた。 

 

●通帳の残高確認について 

  通帳残高については、支援ごとに利用者に報告するとともに、その記録をケース記録に残して

あり、支援の度に担当者以外の者が残高を確認していた。 

  預かっている通帳の残高について、定期的に事務局長等による確認を行い、その記録を残すよ

う要請した。 

 

平成２９年１１月１３日（月）１４：００ 

利根町社会福祉協議会 

●実施体制について 

  専門員１名、生活支援員３名（元教員、元行政職員）。 

  認知症高齢者と知的・精神障害者で、契約件数は５件であった。 

  生活支援員の研修については、県社協の研修会に参加するほか、随時、専門員、生活支援員の

間で話し合いを持っていた。 

 

●関係機関との連携について 

  福祉行政機関、地域包括支援センター等と８月を除いて毎月１回、サービス調整会議を開催し、

密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録について 

  ケース記録は、事務局長の決裁を受けていた。 

  また、ケース記録に、領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

 

●支援計画の見直しについて 

  支援計画の見直しに当たっては、変更なしの場合でも、ケース記録に変更なしであることの結

果を残すよう要請した。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  通帳及び届け出印は、それぞれ別の職員が管理しており、適正に保管・管理されていた。 

 

●払い戻し等について 

  払い戻しの際は、事前に専門員が必要金額についての決裁を受け、当日、事務局長が内容確認

のうえ、銀行所定の払戻票に押印する手続きを行っていた。 

 

●普及啓発について 

  「社協だより」に事業概要を掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 
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●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、ＩＤ、パスワードが設定されたパソコンに保存されていた。 

  紙媒体は、鍵付きのキャビネットに保管されていた。 

 

●通帳等の残高確認について 

  利用者ごとの残高について、支援ごとに利用者に確認を受けているほか、ケース記録に記録し、

事務局長等の確認・決裁を受けていた。 

  預かっている通帳の残高について、定期的に事務局長による確認を行い、その記録を残すよう

要請した。 

 

平成２９年１１月２７日（月）１０：３０ 

五霞町社会福祉協議会 

●実施体制について 

 専門員３名、生活支援員１名（元行政職員） 

  契約件数は、精神障害者の１件である。 

  事業の研修については、県社協が主催する研修に参加するほか、社協独自に地域包括支援セン

ター職員・居宅介護支援専門員を対象に説明会を実施し、情報共有を図っていた。 

 

●関係機関との連携について 

  市の関係各課、介護推進員、ケアマネ等と密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録等について 

  ケース記録については、事務局長の確認・決裁を受けていた。 

  ケース記録と領収書等のコピーが別に保管されていたため、なるべくケース記録に時系列でま

とめて保管するよう要請した。 

   

●支援計画の見直しについて 

  支援計画の見直しについては、特に計画の変更を行わない場合でも、見直しの検討をしたとい

う結果をケース記録等に記載しておくよう要請した。 

 

●通帳残高について 

  通帳残高が５０万円を超えているケースについて、別通帳を作り保管されていた。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳と届け出印は、それぞれ別に管理されていた。通帳・印鑑出し入れ簿には、出し入れ

の時間の記載はされていたが、誰が取り扱ったか名前の記載がなかったため、記入するよう要請

した。 

 

●通帳からの払い戻しについて 

 通帳から払い戻しをする際は、専門員・生活支援員が数人で確認していた。 
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●書類等預かりサービスについて 

  利用者から預かっている書類等については、援助記録をＵＳＢメモリに記録しているため、定

期的に印刷し回覧するよう、また、ＵＳＢメモリの管理には十分注意し、社協のサーバー等に保

管するよう要請した。 

 

●普及啓発について 

  「社協だより」に年２回事業概要を掲載。また、民生員にも説明していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 

 

●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、ＵＳＢメモリに保管していたため、データはパソコン本体等に保存し、ＵＳＢメ

モリの管理を徹底するとともに情報漏えいに注意するよう要請した。 

  書類については、専門員が管理する鍵付き書庫に保管されていた。 

 

●通帳の残高確認について 

  通帳残高については、利用者に報告するとともに、その記録を出納帳に記録に残してあった。 

  残高確認については、通帳原本にて本人に確認してもらい、ケース記録に記載しておくよう要

請した。 

  預かっている通帳の残高について、定期的に事務局長等による確認を行い、その記録を残すよ

う要請した。 

 

平成２９年１１月２７日（月）１４：００ 

境町社会福祉協議会 

●実施体制について 

  専門員２名、生活支援員３名（元行政職員）。 

契約件数は１４件であり、認知症高齢者の方が多い。 

  生活支援員の研修については、県社協の研修に参加するほか、ひきこもり研修、消費生活セン

ターの研修などに参加し情報交換の場を図っていた。 

 

●関係機関との連携体制について 

  行政機関と密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録について 

  ケース記録は、事務局長の決裁を受けていた。 

  また、ケース記録に、領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

  ケース記録に社協預かり金として記載されているが、預かり証として本人に渡すよう要請した。 

 

●支援計画の見直しについて 

  支援計画の見直しについては、特に計画の変更を行わない場合でも、見直しの検討をしたとい

う結果をケース記録等に記載しておくよう要請した。 
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●通帳残高について 

  通帳残高が５０万円を超えているケースについて、預金残高が徐々に増えていく場合は、別通

帳を作り管理するよう要請した。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳及び届け出印は、それぞれ別の職員が管理し、届出印は事務局長が管理していた。 

 

●払い戻し等について 

  払い戻しの際は、専門員が必要金額について決裁を受け、銀行所定の払戻票を作成し、事務局

長が内容確認後、押印する手続きを取っていた。 

 

●普及啓発について 

  「社協だより」に事業概要を年１回掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 

 

●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、ＩＤ、パスワードが設定されたパソコンに保存されていた。 

  紙媒体は、鍵付きのキャビネットに保管されていた。 

個人情報を入力しているＵＳＢメモリを使用していたため、保管には十分気を付けるよう要請

した。 

 

●通帳等の残高確認について 

  利用者ごとの残高について、支援ごとに利用者に確認を受けているほか、ケース記録に記録し、

事務局長等の確認・決裁を受けていた。 

  預かっている通帳の残高について、定期的に事務局長等による確認を行い、その記録を残すよ

う要請した。 

 

平成２９年１１月３０日（木）１０：３０ 

守谷市社会福祉協議会 

●実施体制について 

 専門員３名、生活支援員７名（元民生委員、元社協職員、元銀行員等）。 

  契約件数は２２件あり、精神障害者の方の件数が多い。また、生活保護受給者も７名であった。 

  生活支援員の研修については、県社協主催の研修に参加するほか、傾聴技術の研修、感染症の

研修等に参加し、また、生活支援員間の情報交換の場を作っていた。 

     

●関係機関との連携について 

  市の関係各課、相談支援員、ケアマネ等と密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録等について 

  ケース記録については、事務局長の確認・決裁を受けていた。 
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  また、ケース記録に、領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

  

●支援計画の見直しについて 

  支援計画は、契約者の状況を見て、随時見直しを行うかどうかの判断を行っていた。 

 

●通帳残高について 

  通帳残高が５０万円を超えているケースについて、預金残高が徐々に増えていく場合は、別通

帳を作り管理するよう要請した。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳、届け出印はそれぞれ別の職員が管理しており、適正に保管されていた。 

 

●通帳からの払い戻しについて 

 通帳から払い戻しをする際は、ケース記録に誰が担当したかの出庫・入庫・領収・担当が記入

されておりチェック体制が整っていた。 

 

●書類等預かりサービスについて 

  利用者から預かっている書類等については、出し入れ管理簿等で管理していた。 

 

●普及啓発について 

  「社協だより」に年１回事業概要を掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 

 

●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、ユーザＩＤ、パスワードが設定されたパソコンに保存されており、バックアップ

としてＵＳＢメモリを使用していたため、管理には十分注意するよう要請した。 

  書類については、専門員が管理する鍵付き書庫に保管されていた。 

   

●通帳の残高確認について 

  通帳残高については、支援ごとに利用者に報告するとともに、その記録をケース記録に残して

あり、支援の度に担当者以外の者が残高を確認していた。 

  預かっている通帳の残高について、通帳原本とケース記録に添付してある写しを専門員、支援

員以外の者が定期的に確認を行い、その記録を残すよう要請した。 

 

平成２９年１１月３０日（木）１４：００ 

坂東市社会福祉協議会 

●実施体制について 

 専門員１名、生活支援員３名（民生委員等）。 

  契約件数は１０件あり、精神障害者の方の件数が多い。   

  生活支援員の研修については、社協の独自研修を行い、生活支援員間の情報交換の場を作って
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いた。 

   

●関係機関との連携について 

  市の関係各課、支援会議でソーシャルワーカー、ケアマネ等と密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録等について 

  ケース記録については、事務局長の確認・決裁を受け、領収書のコピーが添付され保管されて

いた。 

  ケース記録の「生活状況欄」には、利用者の健康状態等どんな些細なことでも良いので記載し

ておくよう要請した。   

 

●支援計画の見直しについて 

  支援計画は、契約者の状況を見て、随時見直しを行うかどうかの判断を行っていた。 

 

●通帳残高について 

  通帳残高が５０万円を超えているケースについて、預金残高が徐々に増えていく場合は、別通

帳を作り管理するよう要請した。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳、届け出印はそれぞれ別の職員が管理しており、適正に保管されていた。 

 

●通帳からの払い戻しについて 

 通帳から払い戻しをする際は、専門員が銀行所定の払戻票を作成し、上司に金額確認を受けて

いた。 

 また、預かっている預金通帳のリストを作成し管理するよう要請した。 

 

●普及啓発について 

  「社協だより」に年１回事業概要を掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 

 

●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、社協のサーバー内に保管していた。 

  書類については、専門員が管理する鍵付き書庫に保管されていた。 

  情報漏えいに注意するよう要請した。 

 

●通帳の残高確認について 

  通帳残高については、支援ごとに利用者に報告するとともに、ケース記録に記録し、事務局長

等の決裁を受けていた。 

  預かっている通帳の残高について、通帳原本とケース記録に添付してある写しを定期的に専門

員、支援員以外の者が定期的に確認を行い、その記録を残すよう要請した。 
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平成２９年１２月７日（木）１０：３０ 

結城市社会福祉協議会 

●実施体制について 

 専門員１名、生活支援員３名（元社協有償在宅サービス協力会員等）。 

  認知症高齢者の方で契約件数は５件ある。 

  生活支援員の研修については、全社協の研修、県社協の研修等に参加していた。 

   

●関係機関との連携について 

  市の関係各課と密に連携を図っていた。また、サービス事業所、ケアマネ等と関係強化に努め

ていた。 

 

●ケース記録等について 

  ケース記録については、まとめて事務局長等の確認・決裁を受けていたため、その都度、確認・

決裁を受けるよう要請した。 

  ケース記録に、領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

  ケース記録の「生活状況欄」には、利用者の健康状態等どんな些細なことでも良いので記載し

ておくよう要請した。 

 

●支援計画の見直しについて 

  支援計画の見直しについては、契約者の状況を見て、随時見直しを行うかどうかの判断を行っ

ていた。 

 

●通帳残高について 

  通帳残高について、預金残高が徐々に増え５０万円を超えているケースが生じた際は、別通帳

を作り管理するよう説明した。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳と届け出印について、それぞれ別管理されていた。 

 

●通帳からの払い戻しについて 

 通帳から払い戻しをする際は、銀行所定の払戻票の作成者と、払戻金額の確認者の役割を分担

して行っていた。 

 また、預かっている預金通帳のリストを作成し管理するよう要請した。 

 

●普及啓発について 

  「社協だより」に事業実績を掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 

 

●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、パソコンに保存されており、バックアップとしてＵＳＢメモリを使用していた。
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パソコンには、パスワードの設定を行うなど社協全体として対応するよう要請した。 

書類については、鍵付き書庫に保管されていた。 

  情報漏えいに注意するよう要請した。 

 

●通帳の残高確認について 

  通帳残高については、支援ごとに利用者に報告するとともに、その記録をケース記録に残して

あり残高を確認していた。 

  預かっている通帳の残高について、通帳原本とケース記録に添付してある写しを専門員、支援

員以外の者が定期的に確認を行い、その記録を残すよう要請した。 

 

平成２９年１２月７日（木）１４：００ 

八千代町社会福祉協議会 

●実施体制について 

  専門員１名、生活支援員２名。契約件数は、３名で全員が生活保護受給者であった。 

  生活支援員の研修については、県社協の研修会に参加するほか、随時、専門員、生活支援員の

間で話し合いを持っていた。 

 

●関係機関などとの連携体制について 

  福祉行政機関と密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録について 

  ケース記録は、事務局長の決裁を受けていた。 

  また、ケース記録に、領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

 

●支援計画の見直しについて 

  支援計画の見直しについては、契約者の状況を見て、随時見直しを行うかどうかの判断を行っ

ていた。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳と届け出印について、それぞれ別管理されていた。 

 

●払い戻し等について 

  払い戻しの際は、専門員が銀行所定の払戻票を作成し、局長が金額確認、押印するなど複数の

職員で確認していた。 

  また、預かっている預金通帳のリストを作成し管理するよう要請した。 

 

●普及啓発について 

  「社協だより」に年１回事業概要を掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 
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 ●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、社協のサーバーに保存されており、ログインにはＩＤ、パスワードで管理されて

いた。 

  紙媒体は、鍵付きのキャビネットに保管するよう要請した。 

  情報漏えいに注意するよう要請した。 

 

●通帳等の残高確認について 

  利用者ごとの残高について、支援ごとに利用者に確認を受けているほか、ケース記録に記録し、

事務局長等の確認・決裁を受けていた。 

 

平成２９年１２月１３日（水）１０：３０ 

稲敷市社会福祉協議会 

●実施体制について 

 専門員１名、生活支援員５名（元行政職員、民生委員）。 

  契約件数は２２件あり、精神障害者の方の件数が多い。また、生活保護受給者は１０名であっ

た。 

  生活支援員の研修については、年度当初に業務内容の確認、県社協の研修会、成年後見サポー

トセンターの研修に参加していた。 

   

●関係機関との連携について 

  市の関係各課、事業所のケアマネ等と密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録等について 

  ケース記録については、事務局長の確認・決裁を受けていた。 

  また、ケース記録に、領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

 

●支援計画の見直しについて 

  支援計画の見直しについては、契約者の状況を見て、随時見直しを行うかどうかの判断を行っ

ていた。 

 

●通帳残高について 

  通帳残高が５０万円を超えているケースについて、定期預金の別通帳を作り管理するよう説明

した。 

 

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳と届け出印については、それぞれ別職員が管理・保管していた。 

 

●通帳からの払い戻しについて 

 通帳から払い戻しをする際は、専門員が銀行所定の払戻票を作成し、局長が払戻金額の確認・

押印を行っていた。 
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●普及啓発について 

  「社協だより」に年１回事業概要を掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 

  ポスター、パンフレットを市役所、銀行に配布し、ＰＲを行っていた。 

 

●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、ＩＤ、パスワードが設定されたパソコン本体に保存していた。 

  書類については、カギ付きロッカーに保管されていた。 

  情報漏えいに注意するよう要請した。 

 

●通帳の残高確認について 

  通帳残高については、支援ごとに利用者に報告するとともに、その記録をケース記録に残して

あり、残高を確認していた。 

  また、ケース記録を回覧するときに通帳原本を添付し残高確認を行っていた。 

 

平成２９年１２月１３日（水）１４：００ 

河内町社会福祉協議会 

●実施体制について 

  専門員２名、生活支援員３名（元民生委員等）。 

契約件数は前年度まで３件あったが、今年度になり０件まで減少した。 

  生活支援員の研修については、県社協等が主催する研修会に参加した。 

 

●関係機関との連携体制について 

  行政機関、包括支援センター等と密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録について 

  ケース記録は、事務局長の決裁を受けていた。 

  また、ケース記録に、領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

   

●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳と届け出印について、それぞれ別金庫に管理していた。 

 

●払い戻し等の手続きについて 

  専門員が銀行所定の払戻票を作成し押印後、局長が金額確認を行っていたが、払戻票の作成者

と、金額確認・押印の担当者はそれぞれ別な職員でチェックするよう要請した。 

 

●書類等預かりサービスについて 

  利用者から預かっている書類等については、出し入れ管理簿等で管理していた。 
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●普及啓発について 

  「社協だより」に年１回事業概要を掲載していた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 

  民生員の会議の場で説明し、ＰＲを行っていた。 

 

●情報セキュリティーについて 

  電子情報は、ＩＤ、パスワードが設定されたパソコンに保存されていた。 

  紙媒体は、鍵付きのロッカーに保管されていた。 

  バックアップとしてＵＳＢメモリを使用していたため、管理に注意するよう要請した。 

 

●通帳等の残高確認について 

  利用者ごとの残高について、支援ごとに利用者に確認を受けているほか、ケース記録に記録し、

事務局長等の確認・決裁を受けていた。 

通帳原本についてもケース記録と一緒に事務局長に確認を受けていた。 

 

平成２９年１２月１９日（火）１０：３０ 

常総市社会福祉協議会 

●実施体制について 

 専門員２名、生活支援員１２名（ボランティア経験者、元社協職員等）。 

  契約件数は５６件あり、精神障害者の方の件数が多い。また、生活保護受給者は１５名であっ

た。 

  生活支援員の研修については、市社協主催での事例検討会や市の生活困窮担当者の研修会に参

加するなどスキルアップを図っていた。 

   

●関係機関との連携について 

  行政機関、事業所、病院等と密に連携を図っていた。 

 

●ケース記録等について 

  ケース記録は、事務局長の決裁を受けていた。 

  また、ケース記録に、領収書等のコピーが添付され保管されていた。 

 

●支援計画の見直しについて 

  利用者の状況を見ながら、随時行っていた。 

また、支援計画の見直しについては、特に計画の変更を行わない場合でも、見直しの検討結果

をケース記録等に記載しておくよう要請した。 

  

 ●通帳残高について 

   通帳残高が５０万円を超えるケースで、別通帳を作ることに本人の同意が得られない場合は、

複数人で定期的に確認するよう要請した。 
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●預金通帳と届け出印について 

  預金通帳と届け出印については、それぞれ別管理されていた。 

   

●通帳からの払い戻しについて 

 通帳から払い戻しをする際に使用する銀行所定の払戻請求書への届け出印の押印について、届

け出印を本所で管理しているとの理由で、押印済みの請求書を受払簿により管理者が枚数管理し

ていた。 

また、通帳から払い戻しをする際は、複数人で金額の確認を行っていた。 

 

●書類等預かりサービスについて 

  利用者から預かっている書類等については、出し入れ管理簿で管理していた。 

 

●普及啓発について 

  民生員の会議、市役所での担当者会議等で事業説明を行っていた。 

  社協ホームページで事業紹介を行っていた。 

 

●情報セキュリティーについて 

  電子情報は社協のサーバーに保存されており、サーバーへのアクセス管理もなされていた。 

  書類については、鍵付きのキャビネットに保管されていた。 

   

●通帳の残高確認について 

  利用者ごとの残高について、支援ごとに利用者に確認を受けているほか、ケース記録に記録し、

事務局長等の確認・決裁を受けていた。 

  また、預かっている預金通帳について、リスト化し通帳原本の残高等を専門員・支援員以外の

者が定期的に確認するよう要請した。 
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９ 受理した苦情案件の概要 

（１）受理した苦情の件数等 

受付件数（月別、受付方法別） 

 受  付  方  法 

来 所 書面・電話等 その他 計 

苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 

４月   ６ ４  ６ ４

５月   ７ ３  ７ ３

６月   ７ ２  ７ ２

７月   ５ １  ５ １

８月   ５ １  ５ １

９月 １  １０ ３  １１ ３

１０月   ３  ３ ０

１１月   ４  ４ ０

１２月   ５  ５ ０

１月   ４  ４ ０

２月    ４ １  ４ １

３月    ７  ７ ０

合 計 １ ０ ６７ １５ ０ ０ ６８ １５

 

 

種別・苦情申出人の属性 

 利用者 家族 代理人 職員 その他 計 

苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他 苦情 その他

高齢者 １  １５ １ １ １７ １

障害者 ２４ ６ １６ １ １ ３ １ ４４ ８

児 童   ６ １ １ ２ ７ ３

その他     ３ ０ ３

合 計 ２５ ６ ３７ ２ ０ ０ １ ０ ５ ７ ６８ １５
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（２）申出の要旨、対応結果等 

    

苦
情
の
相
手
先 

区   分 

苦
情
受
付
件
数 

苦     情 そ
の
他
・ 

問
い
合
わ
せ
等 

苦 情 解 決 の 結 果 

相
談
・
助
言 

伝
達
・
紹
介 

あ
っ
せ
ん 

通 

知 

そ
の
他 

継
続
中 

意
見
・
要
望 

高 

齢 

者 

① サービス内容（職員の接遇） １２ １０ １  １ 

② サービス内容（サービスの質や量） ２ １ １   

③ 利用料 ２ １ １  

④ 説明・情報提供   

⑤ 被害・損害 １ １   

⑥ 権利侵害   

⑦ その他 １ １   １

障 

害 

者 

① サービス内容（職員の接遇） ３２ ２０ １ １１  ２

② サービス内容(サービスの質や量） ４ ３ １  

③ 利用料   

④ 説明・情報提供 ２ ２   

⑤ 被害・損害   

⑥ 権利侵害 ３ １ １ １  

⑦ その他 ２ １ １  ６

児
童
（
保
育
所
を
含
む
） 

① サービス内容（職員の接遇） ５ ３ ２   

② サービス内容（サービスの質や量）   

③ 利用料 １ １  

④ 説明・情報提供   

⑤ 被害・損害   

⑥ 権利侵害   

⑦ その他 １ １   ３

そ 

の 

他 

① サービス内容（職員の接遇）   １

② サービス内容（サービスの質や量）   

③ 利用料   

④ 説明・情報提供   

⑤ 被害・損害   

⑥ 権利侵害   

⑦ その他   ２

合 
 
 

計 

① サービス内容（職員の接遇） ４９ ３３ ４ １１ １ ３

② サービス内容（サービスの質や量） ６ ４ １ １  

③ 利用料 ３ １ ２  

④ 説明・情報提供 ２ ２   

⑤ 被害・損害 １ １   

⑥ 権利侵害 ３ １ １ １  

⑦ その他 ４ １ ２ １  １２

合   計 ６８ ４０ １０ ０ １ １６ １ ０ １５
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種　別
（事業所）

相　　　談　　　内　　　容 対　　　　　　　　　応

1

高齢・家族
（特別養護
老人ホー

ム）

○介護事故発生時の説明に納得がいかない。
　祖父が施設のフロアで転び大腿骨を骨折した。施設は、
転んだ瞬間を見ていないと言って、よく説明をしてくれな
い。祖父は事故後、介護度3から5になってしまった。今は
他の施設に移った。

＜施設長に聴取＞
　職員が他の利用者の排泄介助に回っていたときに、利用者は、座席
から落ち骨折した。職員は、事故の瞬間を見ていない。申出人に対し
て、何回も説明、謝罪を繰り返している。市役所に間に入っていただ
き、申出人らに対応することになった。
・施設長に対して真摯な対応を依頼した。

2

高齢・家族
（特別養護
老人ホー

ム）

○ユニットの認知症の利用者が母に嫌がらせをするので、
その利用者を別のユニットに替えて欲しいと頼んでも対応
してくれない。母は精神的に参ってしまった。
　施設は、ユニットを替えると、認知症の症状が悪くなる
ので様子を見てくださいと言う。

＜施設長に聴取＞
　職員全員の聞き取りを実施、分析中である。その後、苦情委員会を
開催、第三者委員にも報告することにしている。
　申出人は、運営適正化委員会が話をしてくれたことで施設の対応は
変わるかも知れない。お世話になったと言われ終了した。

3
高齢・家族
（有料老人
ホーム）

○事業所の対応が適切でないので母を退所させたところ、
１カ月分の利用料と部屋のクリーニング代を請求されたが
納得できない。

＜管理者に聴取＞
　病状が進み、当施設では面倒をみることは難しくなった。契約書で
は退所に際して、告知日から1カ月分の利用料及び15千円のクリーニン
グ料の徴収の記載があり、契約時にも説明していた。
・管理者の話を伝えたところ、もう結構ですといわれ終了した。

4

高齢・家族
（特別養護
老人ホー

ム）

○胃瘻対応が出来ないと言う理由で退所を強制された。
　祖母が入所中、多臓器不全で入院、胃瘻手術を受けた。
施設は胃瘻になっても施設で対応できると言っていたの
で、施設に戻りたいと話したところ、受け入れはできない
と断られた。国保連にも相談した。

＜国保連に聴取＞
　申出人から再度相談があれば受けると返答された。
・申出人に対して国保連が、再度相談を受けると言っていることを伝
えたところ了解された。しかし、国保連への再度の申出はなかった。

5
高齢・本人
（通所介

護）

○利用料を過度に請求される。
　デイサービスを利用しているが、自分が計算した金額よ
りも請求書の金額が高い。不正請求ではないかと思う。市
地域包括支援センターに連絡したが真剣に取り扱ってくれ
ない。

＜市地域包括支援センター担当職員に聴取＞
　申出人はドタキャンが多い。契約ではキャンセルした場合利用料の
１割を負担して貰うことになっている。近日中に申出人宅を訪問し、
説明する。
・申出人に近日中に、担当職員が訪問すると伝えたところ了解され
た。

6
高齢・家族
（通所介

護）

○職員の対応が横柄だ。
　祖父母が利用している施設から留守番電話があり、折り
返し電話をしたが、対応の職員の言葉遣いが横柄であり押
し問答になった。その後、事務長から説明を聞き、了解し
たが、やはり職員の対応に納得がいかない。対応結果の連
絡は不要である。

＜施設長に聴取＞
　職員が「特養入所の順番が来ました。」と留守番電話に残した。そ
の後、申出人の母と施設とで決着がついていた。この事情を知らない
申出人が留守番電話を聞いて電話をしてきた。説明をしてもよく理解
されず、苦情になってしまった。その後、申出人と施設長が話をした
ところ申出人は納得された。
・接遇に留意するよう職員教育に努められることを要望した。

7
高齢・家族
（介護老人
保健施設）

○施設の対応に納得がいかない。
　母は、夜間におう吐、血便があり、点滴と酸素吸入を朝
までやった後、別の総合病院で検査したが異常がないと診
断された。施設に戻そうとしたところ、既に新しい人を入
れてしまい部屋が塞がり、戻れないと言われた。
　この施設は常勤医師もいない基準違反だ。

＜施設長に聴取＞
　利用者は高齢であり、本ケースのような場合は系列の病院に入院を
してもらっていた。待機者を入れてしまったことを申出人に謝罪し
た。なお、常勤医師はいる。
・施設の対応は言語道断であり、改善を強く要請した。常勤医師の不
在の件は県長寿福祉課に伝えた。
・申出人に対して施設長の話と、県長寿福祉課へ伝達したことを伝え
たところ了解された。

8
高齢・家族
（介護支援
事業所）

○父親が支援を受けているが、ケアマネが風邪をひいて来
訪した、風邪をひいたなら別の人が訪問して欲しい。回答
は不要である。

＜事務長に聴取＞
　担当のケアマネは、月１回の見守りにマスクをして行った。家族に
不快な思いをさせたことは反省する。運営基準で代理の者が行くこと
は許されていないので、ケアマネが訪問したが、どうしたらよいか検
討する。

9
高齢・家族
（通所介

護）

○病院退院後のデイサービスの再利用は引き受けられない
と言われた。
　母は、脳梗塞で倒れ、自宅療養後、入院した。前の管理
者は、退院後も面倒を診ると言ってくれたが、新しい管理
者は、介護度が5になったため引き受けることはできないと
言ってきた。

・受け入れ体制の問題もあると思われるので、事業所の話を聞いてか
ら返答すると伝えたところ、他の方法を考えるので、もういいですと
言われて電話を切られた。

10

高齢・家族
（居宅介護
支援事業

所）

○利用者に寄り添う対応をしないケアマネを注意して欲し
い。
　脳梗塞後遺症の父が、デイサービスを利用した。トイレ
を使用後、職員から手洗いをしつこく言われ、嫌になり、1
回で行くのを止めた。ケアマネに事業所に抗議して欲しい
と伝えたところ、事業所の対応は間違っていない。お父さ
んの担当は仕方なく引き受けたと言われた。

＜市担当から電話＞
　ケアマネが相談に来ている。ケアマネに代って話をする。申出人と
話をした時、団体生活を保持する上では、デイサービス職員の対応は
已むを得ないものである。自分に不満があるのなら他にもケアマネは
いると言ったかもしれないと言っている。
・事業者は、申出人に対して説明責任を果たして欲しい旨を伝えて欲
しいと市担当に依頼した。
　その後申出人と事業所の事務長が話をした結果、解決した。

（３）主な苦情と対応状況
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種　別
（事業所）

相　　　談　　　内　　　容 対　　　　　　　　　応

11
障害・本人
（就労継続
支援Ｂ型）

○事業所に退所したいと申し出たが、退所させてくれな
い。
　パンの製造と事務の仕事をしているが、仕事が自分に
合っていない。事業所は、様子を見ましょうと言うし、相
談支援専門員は働けと言う。

　傾聴の結果、またお世話になるかも知れないので、連絡はしないで
欲しいと言われて終了した。

12
障害・家族
（共同生活

援助）

○職員の対応が不十分であり、このため施設側への不信感
が強くなる。
　職員間の申し送りが抜けている。介護も事務的である。
利用者個々の把握が不十分である。しっかりと支援をして
くれる職員はいつの間にか辞めてしまっていた。

＜施設長に聴取＞
　申出のことは、真摯に受け止め、ご家族様に疑念を抱かれることの
無いような対応を職員に周知するなどして改善に努めていくと返答さ
れた。
・施設長の返答を電子メールで回答したが、返信はなかった。

13
障害・家族
（短期入

所）

○療育手帳Ⓐの子どもがシャツやエプロンを噛んでボロボ
ロにするが、職員がやめさせるなどの対応をしてくれな
い。
　月曜から金曜は、他の施設でお世話になっており、当該
施設は、土・日お世話になっている。その都度、新しいも
のを買い与えているが、経済的に困るし、切れ端で誤嚥事
故でもあったら大変だ。

　傾聴に努めたところ心が軽くなったので、施設に話しをして貰わな
くて良いと言われた。
　運営適正化委員会は、子どもは、施設に預けられていることによ
り、ストレスがあるのではないのかという意見があった。
　申出人から、当該施設は退所し、土・日は自分が面倒みることにし
たということを確認した。

14
障害・本人
（相談支援

事業）

○相談支援専門員から折り返しの電話がない。
　相談支援専門員に電話をしたが、不在であり、対応者
は、相談支援専門員に伝えると言われたので電話を待って
いたが連絡がなかった。

＜相談支援専門員に聴取＞
　申出人は、頻繁に電話を掛けてくる。多忙から返事の電話を掛けな
かったことは申し訳なく思う。直ぐに申出人に電話をする。
・業務が大変な事は推察するが、申出人の気持ちに寄り添う対応を依
頼した。
　申出人に対して相談支援専門員の話を伝えたところ了解された。

15
障害・友人
（就労継続
支援Ａ型）

○各支店を統括している、サービス管理責任者がセクハラ
をするらしいので事実確認と、このことをどう考えている
のか当該サービス管理責任者に聞いて欲しい。

＜サービス管理責任者に聴取＞
　パニックを起こした利用者に対して、了解を受けた上で、ハグする
などのスキンシップをすることはある。今後は気を付ける。
・申出人に、サービス管理責任者の話を伝えたところ、了解された。
　運営適正化委員会から、スキンシップとはいえ男性が女性をハグす
るなどの行為は慎重に行う必要があることを事業所に伝えた。

16
障害・家族
（生活介

護）

○直前になってサービスの量を減らされた。サービスの変
更は、事前説明に十分な時間を取って欲しいことを責任者
に伝えて欲しい。
　
　
　

＜法人理事長に聴取＞
　利用者が400人、職員が200人になり末端まで指示が回らないときが
ある。申出は当然のことなので、説明責任を果たすよう職員に周知す
る。
・申出人に、理事長に話を伝えたことを報告したら納得された。

17
障害・家族
（就労継続
支援Ｂ型）

○事業所から頻繁に子どもを迎えに来るよう連絡があり、
困っている。
　息子は知的障害があり、作業中「声を出してうるさ
い。」「仕事をしなくて困る。」などの理由により、月に
10回位迎えに来るよう連絡がある。

　事業所にも話を聞きたいと話したところ、もう少し様子を見るの
で、事業所に連絡をしないで欲しいと言われた。就業・生活上の支援
事業所として障害者就業・生活支援センターがあることを助言して終
了した。
　運営適正化委員会から、就労継続支援Ｂ型利用者では、障害者就
業・生活支援センターよりも相談支援専門員に相談することを勧める
べきであるとの意見があった。

18
障害・本人
（就労継続
支援Ａ型）

○視覚障害者に対する配慮が足りない。
　就労中は、携帯電話の音を消すように指示されている。
音を消していると着信がわからない。事業所は、申出人だ
け特別扱いは出来ないと言うが、視覚障害であることを理
解していない。

　事業所は、視覚障害者を受け入れているならば、そのための配慮は
していると思うので、再度、管理者にお願いしてはどうか。また、第
三者委員や相談支援専門員に相談しては如何かと助言したところ、再
度、管理者にお願いすると言われ終了した。

19
障害・本人
（就労継続
支援Ａ型）

○マネジャーは、人を見て対応することを止めて欲しい。
　10人位の利用者がいるが、特定の1人に対しては親身であ
る。
　自分に対しては、嫌がらせをするわけではないが明らか
に冷たい。

＜事業所の本部役員に聴取＞
　申し出の内容を伝えたところ、マネジャーに注意するとともに、他
の職員に対しても疑念を持たれる対応はしないよう周知すると回答さ
れた。
・申出人にこのことを伝えたところ了解された。

20
障害・家族
（就労継続
支援Ｂ型）

○施設長、職員が信用できない。
　施設長は、娘が他の利用者に物をあげてよいか聞いた
時、他の人に分からないようにやればよいと言ったのに、
翌日は駄目だと言われた。除草作業をした時、雨の中で昼
食を取らされた。その他、お願いをしても対応してくれな
い。
　浜住まいの職員の言葉遣いが荒く、娘がお弁当を運ぶ時
わざと嫌がらせをしたりする。この職員を辞めさせて欲し
い。

＜施設長に聴取＞
　利用者は、今年3月までは支援学校にいた。4，5月は余り来なかった
が、最近やっと通常に来るようになった。申し出については、誠意を
持って対応していきたい。当面、保護者、相談支援専門員、市役所等
関係者で集まって話し合いを持ちたい。
・申出人に施設長の話しを伝え、暫く様子を見ては如何かと助言した
ところ了解された。
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21
障害・本人
（居宅介

護）

○職員間の連絡が迅速でない。
　土曜日にケアマネに頼んで買い物サービスを追加しても
らったが、日曜日に来訪した訪問介護員は、聞いていない
と言われた。月曜日に事業所に確認したが、電話に出た職
員は担当者が不在でよくわからないと言うだけであった。
事業所の対応に不満を感じると共に火曜日のサービスがど
うなるか心配だ。

＜サービス管理責任者に聴取＞
　買い物がサービスに追加されたことは確認したので、誠実に履行す
るとともに対応の不手際についてすぐに申出人に謝罪すると回答され
た。
・利用者にとっては切実な問題であり、連絡を徹底することを依頼し
た。
　申出人は、事業所から謝罪及び買い物の履行について約束されたこ
とで納得された。

22
障害・家族
（施設入所

支援）

○自動車事故に対しての事業所の対応に不満がある。
　兄は、荷物の搬送のために職員の運転する車の後部座席
にシートベルトを付けないで乗っていたが、急ブレーキで
飛ばされダッシュボードに顔をぶつけケガをした。

＜相談支援専門員に聴取＞
　保護者には、不手際を何回も謝罪したが許してもらえなかった。県
にも事故報告した。
＜県担当課に聴取＞
　状況を確認後、事業所から改善報告書の提出を受けた。
　申出人から事業所との話し合いの結果、当面推移を見守っていくの
で苦情は終了すると申出があった。

23
障害・本人
（生活介

護）

○たまたま事業所に行ったとき、利用者の前で職員同士が
怒鳴りあっていた。利用者にとってよいことではないので
事業所に確認して欲しい。

＜管理者に聴取＞
　業務の進め方の相違から、職員同士が利用者の前で言い争いをした
ことは適切でないので、両人に注意すると共に、職員全員に対して今
後再び同じことを繰り返さないように指導した。
・監督には万全を期すことを求めた。
　申出人に、管理者の話を伝えたところ了解された。

24
障害・本人
（居宅介

護）

○介護事業所が個人情報を守らないので、個人情報の順守
と賠償責任を求めたい。
　自分の個人票に覚醒剤使用歴、恐喝、暴行など「有」と
書かれており、それを事業所の介護員や運転手までコピー
を持っていた。事業所は、職員教育の徹底を約束してくれ
たが、誠実に対応してくれない。

＜管理者に聴取＞
　運転手が個人票に記載のあったセクハラを、申出人に話した。申出
人は密かに運転手に20万円で手を打つと言ったらしい。申出人は会社
本部に対しても示談金を支払えと要求してきた。
　その後、トラブルはなかったことにしたことを双方から確認した。
　運営適正化委員会から、問題が生ずるような個人情報は、施錠する
などして保管すること。また、書類をコピーして個人が所持すること
は避けるべきであることを事業所に伝えた。

25
障害・本人
（就労継続
支援A型）

○職員が雑談をしている中で利用者の悪口を言う。
　事業所代表、悪口を言っている当該職員、申出人の3者で
話し合った。その場では、職員は、もう悪口を言わないと
言ったが、その後も変わらない。悪口を言った職員に注意
して欲しい。

＜職員に聴取＞
　申出人は、被害妄想がひどく、他のことを話していても、全て自分
のことが話されていると感じてしまう。今まで以上に気を付けて対応
する。
・根気強い対応を依頼した。
　申出人に、職員の思いを伝えたところ納得された。

26
障害・家族
（共同生活

援助）

○事業所から入所中正当な対応を受けなかった。
　兄は、元住居から事業所へ引っ越しをする時、洗濯機を
台車で長距離運ばされた。ごはんを食べさせてもらえな
かったので、倒れ救急車で運ばれた。胃に穴があいている
と診断されても、代表は、病院に行かなかったので、病院
から家族に知らせが来た。事業所に戻るのは嫌だと言うの
で、退院、即精神病院に入れた。後日、事業所から、もろ
もろの費目で、40万円という法外な請求書が来た。

＜代表に聴取＞
　同居の母が死去したためグループホームに入った。引っ越し作業は1
カ月間事業所が対応した。洗濯機を運ぶか否かの意思表示をしないた
め台車を貸した。他の利用者は同じ棟に住むことを嫌がったため1棟に
1人で住んでいた。本人が救急車を4回呼んだ。請求書は、元住居の整
理費用や退所の際の費用が重なって40万円近くになった。
＜市障害福祉課に聴取＞
　1回聞き取り調査に入ったが不適切な点はなかった。
・代表に問題のないように対応して欲しいと依頼した。

27
障害・家族
（日中一時

支援）

○事業所から一方的に契約を切られた。施設長と話し合い
の場を設けて欲しい。
　思い当たることは、新しく採用された男性職員が、前の
事業所で働いていた職員であった。息子はその男性職員を
見るなり前の事業所を思い出したのかパニックになってし
まった。
　息子が利用するときは、その男性職員を外して欲しいと
頼んだことが原因と思われる。

＜施設長に聴取＞
　申出人は言いがかりが多く我慢してきた。人事に口出しをするに
至っては看過できなくなったので、退所を伝えた。話し合いは、市が
入ってくれるなら検討する。

 申出人から、話し合いの場に、市に参加してもらえることになったの
で、苦情は終了すると申出があった。

28
障害・家族
（生活介

護）

○作業室は危険防止という理由でドアは施錠されている。
申出人が苦情を言ったことが他の人に伝わっていた。事業
所への照会は不要だが、市役所には知っておいて欲しい。
　申出人が、何か工夫ができないものかと話をしたが、施
設は、大したことないのに申出人が苦情を申し出たと言っ
ていたと友人から聞いた。

　申出人に対して市担当に申し出の内容を伝えたと話したところ了解
された。
　運営適正化委員会から、ドアの施錠は虐待対応に通じる恐れがある
ので、市福祉連絡協議会等に対して、施錠に対する注意喚起が必要で
あるとして、市担当に伝えた。

29
障害・本人
（共同生活

援助）

○世話人が勝手に部屋に入り書類を持ち出す。
　申出人の部屋だけでなく、他の利用者の部屋にも勝手に
入り同じ様な被害がある。部屋に入らないように世話人に
誓約書を書いてもらったが変らなかった。

＜主任に聴取＞
　契約では安否確認等の必要性から1日1回は部屋に入ることにしてい
る。不在でも合鍵で入ることは了解して貰っている。
　後日、申出人から書類はテレビの下から出てきたと告げられた。
・申出人に対して主任の話を伝えたところ、書類を動かすことまでは
許していない。しかし、動かしたことも証明できないので苦情はこれ
で終了すると言われた。

30
障害・本人
（居宅介

護）

○訪問介護員の掃除機の使い方が荒い。
　訪問介護員4人の内の1人が掃除機の使い方が荒い。吸引
器を強く動かすので畳がすり減ったり、ホースも強く引っ
張るので壊れはしないかと気が気でない。ダストの取り換
え時に埃が舞い上がり、障子の桟に付く。優しく扱ってく
れと頼むが直らない。

＜事業所の管理者に聴取＞
　相談支援専門員を通じて申出人の意向を聞いてもらっている。
＜相談支援専門員に聴取＞
　申出人の気に入った訪問介護員がいつも来るとは限らないので、暫
く様子をみてはどうかと話した。
・申出人に、相談支援専門員と話したことを伝えたところ、様子を見
てみますと言われて終了した。
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31
障害・家族
（施設入所

支援）

○説明が不十分であり、かつ、言葉遣いに傷ついた。
　娘を心療内科受診のため、一時帰宅させたが、以前から
あった胸のおできから膿が出ていた。施設の旅行のため荷
物を届けたが、事前の連絡がないと怒られた。そのとき、
38℃の発熱がありカロナールを飲ませたところ熱が下がっ
たと言うが服薬ではなく受診させるべきだった。おできを
悪化させたのは便こねの手で触ったのかもしれないとも言
う。今週の土曜日に話し合いが予定されている。

＜施設長に聴取＞
　申出人は殆ど毎日、電話で苦情を言ってくる。幾ら説明しても納得
されず、業務に支障が生じており対応に苦慮している。
・今週の土曜日の話し合いには、施設長自ら出席して話し合って欲し
いと要請したところ、責任ある者が複数で対応すると約束された。
　
　申出人から、施設との話し合いの結果、意思の疎通はできたので苦
情は終了するとの報告があった。

32

障害・その
他

（施設入所
支援）

○理事長（管理者）が利用者等に暴力を振るっている。
　施設敷地内にあるパン工房で働いていたとき、一緒に働
いていた２人の利用者から、理事長から殴られたと聞い
た。酒の席でマイクで殴られたという利用者もいたという
ことも聞いた。
　職員から、理事長は、殴るときは、素手でなく軍手をは
めて殴れと言っていたと聞いた。理事長に殴られて血を流
している子会社の社長や施設長を見た。

　運営適正化委員会は、虐待の恐れがあるため社会福祉法第８６条に
より知事通報すべきであるとして、知事通報をした。
　

33

障害・本人
（障害者自
立支援セン

ター）

○作業量が増えるときは利用者に事前連絡をして欲しい。
　工賃が上がった分、作業量が増えたが、事前了解がな
い。
　以前はアットホーム的な雰囲気で作業をしていたが、今
は落ち着かない雰囲気になってしまった。職員の入れ替わ
りも激しい。職員が代ると利用者も落ち着かないのでなる
べく同じ職員に長くいて欲しい。

＜管理者に聴取＞
　当事業所は就労継続支援Ｂ型と生活介護を実施しているので、利用
者には、仕事はやりたくなければやらないで良いと話している。職員
の入れ替わりは経営上の問題であるが、申出を真摯に受け止め今後の
運営上、参考にさせていただく。
・申出人は、管理者に伝えてもらったことで、当面は様子を見ますと
いうことで納得した。

34

障害・本人
（障害者生
活支援セン

ター）

○申出人が送信したメールに所長が答えてくれない。
　どのようなメールに返信してくれないのか尋ねたとこ
ろ、自分は、一杯いっぱいで答えられないので市担当から
聞いてくれと言われた。

＜市担当に聴取＞
　申出人は職員に頻繁に電話を入れる。最近はメールでやりとりする
ようになったが、所長は多忙で、直ぐにメールに対応できないことも
ある。申出人は自分の思い通りにならないと感情が激しくなる。
＜生活支援センター虐待防止相談員に聴取＞
　申出人は、感情が激しく、対応に苦労している。
・申出人に対して、事業所に申し出内容を伝えたと答えたところ了解
された。

35

児童・家族
（放課後等
デイサービ

ス）

○子どもがボール遊びによる運動療育中に、天井のエアコ
ンにボールをあて、カバーを壊したところ、修繕費用を請
求され、一度は支払うと言ったが納得できない。

＜責任者に聴取＞
　申出人が保険で直すと言われたのでお願いしたが、その後、疑義を
申し出られたので、請求しないことを伝えた。
　運営適正化委員会から、事業者に対して事故は起こりえることを前
提に、危険回避の措置を取る必要があることを伝えたところ、ボール
遊びは止めた、突起部位にはクッションを貼るなどの危険回避措置を
取ったと報告があった。

36

児童・家族
（放課後等
デイサービ

ス）

○職員の対応が不適切であり立ち入り調査をして欲しい。
　手間がかかる子どもや気に入らない子供の利用を断って
いる気がする。自分の子どもは気に入れられないのか断ら
れたことがある。

　運営適正化委員会は、利用者と事業所の双方から話を聞いたうえで
解決を図るところであると説明したところ、立ち入りして指導しても
らえなくては意味がないと話すので県担当課を紹介した。
　県に申し出があり解決をしたことを後日確認した。

37

児童・家族
（放課後等
デイサービ

ス）

○事業所の対応に不満がある。
モニタリングの実施の通知が来たが実施されなかった。子
どもが「先生と遊んでいて手を痛めた。」というので受診
したところ骨折と診断された。弁護士から原因は特定でき
ないが補償すると言ってきた。娘は退所し今は他の事業所
に通っている。

＜代表に聴取＞
モニタリングを担っていた児発管が突然辞めてしまった。ケガは職員
が日誌を書いていた時に生じた。申出人の夫が、警察及び行政に相談
した。
＜行政に聴取＞
立ち入り調査を実施したが、虐待については確証は得られなかった。
　申出人に対して、必要があれば、行政から指導があるものと電子
メールで回答した。

38

児童・元職
員

（児童発達
支援）

○サービス管理責任者が利用者を虐待するほか職員にパワ
ハラを働く。
　お盆で子どもを叩きお盆が粉々になった。他の職員が
買ってきた焼きそばを気に入らない子にやらなかった。子
ども達の前で職員を怒鳴ったり卑下したりする。

　申出人に対して県障害福祉課が対応することになったと伝えたとこ
ろ了解された。

39
児童・家族
（児童養護

施設）

○子どもが押し入れに閉じ込められた。事実確認と謝罪を
指導して欲しい。
　押し入れに閉じ込められたと子どもが帰宅するたびに言
う。施設に聞いてもそのような事はないと言うし、県や児
童相談所に話したが、施設の対応に問題は無かったと言
う。

　申出人から、児童相談所の職員と話し合った結果、子どもを自宅に
引き取ることになったので、苦情は終了するとの申出があった。
＜事後確認のため県担当課に聴取＞
　申出人から何回も申し出があり対応してきた。県担当課及び児童相
談所がそれぞれ施設に対して確認調査を実施したが問題となることは
確認できなかった。

40

児童・家族
（放課後等
デイサービ

ス）

○責任者が保護者の話を聞かないで個別支援計画を作り、
了解を求めてくる。
　事業所の責任者は、保護者の話を聞かず個別支援計画を
作り、押印するように求めてきた。中間報告も2カ月分をま
とめて送ってきたうえ、日付を書かないで押印してくれと
言う。とりあえず自分で作ったセルフプランを送った。そ
の5日後に、3カ月目の評価を送ってきた。

　事業所が運営適正化委員会の改善依頼を守らないときはどうなるの
かと質問があったので、運営適正化委員会は、行政と異なって命令権
はないと伝えたところ、県に申し出るので、運営適正化委員会から事
業所に話をしないでもらいたいと言われ終了した。
　
　その後県が入って解決した。
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福 祉 サ ー ビ ス 
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期 日  平成３０年２月２２日（木） 

 

会 場  小美玉市小川文化センター 大ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 

茨城県社会福祉協議会運営適正化委員会 
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日  程 
 

時 間 内       容 

 

１２：４５ 

 

 

１３：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３：４０ 

 

 

 

 

 

 

１５：３０ 

 

 

１５：４０ 

 

 

 

受  付 

 

 

開  会 

 

 

あいさつ 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会  

常務理事兼事務局長 坂本 達保 

 

日程説明 

 

 

講  演 『苦情から学ぶ～利用者本位の支援とは』 

         

講師：東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科准教授/ 

一般社団法人茨城県社会福祉士会 

 会長 竹之内 章代 氏 

 

 

質  疑 

 

 

閉  会 

 

 

講師プロフィール 
 

竹之内 章代（たけのうち あきよ） 氏 

 

茨城県生まれ 

日本社会事業大学大学院修士課程修了 

池の川幼稚園、茨城キリスト教大学、社会福祉法人嬉泉(知的障害者更生施設・通所)等を

経て、現在、東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科准教授、茨城県運営適正化委員会委

員長代理、茨城県社会福祉士会会長、茨城県社会福祉士会権利擁護・成年後見センター「ぱ

あとなあいばらき」センター長、NPO 法人スペース空（そら）理事長。 

NPO 法人では、保護者からの子育て相談や発達の相談、保育所や幼稚園の保育者からのか

かわり相談などにあたっている。 
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1

苦情から学ぶ
～利用者本位の支援とは～

(一社）茨城県社会福祉士会

会長 竹之内章代

苦情解決の仕組みができた背景

2000年の社会福祉法の改正・・・「措置」から「契約」へ

→契約は両者の対等な関係から

利用者保護の仕組みの一つとして「苦情解決の仕組み」を創設

→事業所内における苦情受付担当と苦情解決責任者

第三者委員などを中心とした組織化

都道府県単位で「運営適正化委員会」の設置・・・苦情解決の委

員会

苦情解決はどのようにおこなわれているか？

苦情受け付けの方法は？

苦情受け付け後の対応として

・苦情の件数と報告はだれに？

・苦情の内容とその対応方法は？

自己点検や自己評価の有無

第三者委員の役割

第三者委員が設置されているか

第三者委員の活用がなされているか

第三者委員の役割と存在を利用者や家族が知って

いるか

そもそも苦情とは何か

苦情とは

自分が他人から害を受けている

状態などに対する不平の気持ち

福祉サービスでの苦情とは

当然行われると思っていたサービスが行われな

い

サービス提供者の態度や言葉遣いなど接遇が

悪い

サービス提供側によって、サービス利用者の権

利が侵害されている

サービス利用者に最善のサービスの提供を怠

る ・・・・・・など
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2

苦情はなぜうまれるのか？

お互いの意思の疎通が上手くいっていないため

契約などの説明が十分にされていないため

利用者を唯一無二の存在として尊重していない

ため

日常の支援に張り合いがなく、惰性でおこなって

いるため など

意思の疎通＝コミュニケーションでは
ソーシャルワークとしての専門性から

バイスティックの7つの原則

①かけがえのない個人として尊重する

②感情表現を大切にする

③援助者は自分の感情を自覚して吟味する

④受け入れる

⑤一方的に非難しない

⑥自己決定を尊重する

⑦秘密を守って信頼関係を醸成する

職員のやる気がそがれている職場環境に
課題はないか？

働いている組織自体を見直す

人手不足＝業務改善の可能性は？

自信や誇りが持てない状況

疲労の蓄積によって笑顔になれない職員

お互いの良さを認め合えない風土

居心地のわるい職場 など

なぜ苦情に着目するのか？

苦情のなかには、

①私たちの仕事を振り返る、見直すきっかけになる

ような事柄が含まれているから

②虐待を予防できるような小さな権利侵害が潜ん

でいるから

③事故を予防できるようなヒヤリ・ハット事例とも言

うべき事柄がふくまれている から

苦情のなかには、

①私たちの仕事を振り返る、見直すきっかけになる

ような事柄が含まれているから

②虐待を予防できるような小さな権利侵害が潜ん

でいるから

③事故を予防できるようなヒヤリ・ハット事例とも言

うべき事柄がふくまれている から

仕事を振り返る
接遇の課題

• 職員のことばづかいが悪い、言い方がきつい

• 利用者を大人であるのに「○○ちゃん」「○○く

ん」と呼んでいた

• 支援者が約束の時間になんの断りもなく遅れてき

た

• 洋服にご飯粒がついていたことに気づかなかった

など

虐待を予防する
権利擁護の視点

• 人前で叱責された～心理的虐待のおそれ

• 自分だけ何もしてもらえない、対応してもらえない～

ネグレクトのおそれ

• 着替えている時、裸の写真をスマホで撮られた～性

的虐待のおそれ

• どうして工賃が自分はもらえないのかわからない～経

済的虐待のおそれ

• 施設のいたるところに鍵がかかっているので自由に

出入りができない～身体拘束＝身体的虐待のおそれ
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3

事故を防ぐ
安全安心な場として

• けがをしたが、その状況をきいても職員がだれもしら
ない

• 施設の敷地にある点字ブロックに、自転車がおかれ
ていた

• 雨が降った後の滑りやすい床であるにもかかわらず、
利用者に付き添っている職員がいない

事故報告やひやり・はっと報告の活用は？

受け付けた苦情への対応は？

苦情解決の仕組みを点検する

苦情をどのように支援にいかしていますか？

職員で共有して再発防止に役立てていますか？

苦情解決した内容を利用者や家族と共有化して

いますか？

事例検討などの職員間で共有する時間が職務

の中に取り入れられていますか？

働きやすい職場づくり

人間らしい働き方が保障されていますか？

お互いが支援について言い合える（よいことも悪

いことも）関係ができていますか？

上司が自分たちの仕事を理解していますか？

自分の心身の健康は保障されていますか？

ここで今までのスライドをチェックして
みましょう！

あなたの職場では、今まで話をしてきたこ

とが、どれくらい達成されていますか？

達成されていないとしたら、その阻害要因

は何ですか？

茨城県下の現状(H29.4～H30.1）
苦情受付総数５７件

相談者 利用者本人２３件、家族３０件、友人知人１件、

その他３件

受付方法：電話５３件、メール３件、

来所１件

種別：老人１３件、障がい３９件、児童５件

茨城県下の現状(H29.4～H30.1）

内容：

職員の接遇４１件、権利侵害３件、サービスの質や量３件、

被害・損害１件、利用料３件、説明・情報提供２件、

その他４件

解決方法：相談助言３５件、紹介伝達９件、その他１３件
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4

苦情から学ぶ

自らの実践の点検

組織のあり方の点検

支援の原点に立ち返る・・・利用者本位のサービ
スとは

サービスの質の向上のための組織的な取り組み

福祉倫理
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平成２９年度 福祉サービス苦情解決研修会 開催要項 

 

１ 目 的  本研修会は、事業所の福祉サービス苦情解決責任者等として、利用者等か

らの苦情に適切に対応するため、事業所における苦情解決のあり方について

の研鑽を深め、福祉サービスの向上に寄与することを目的として開催します。 

 

２ 主 催  社会福祉法人茨城県社会福祉協議会 運営適正化委員会 

 

３ 期 日  平成３０年２月２２日（木）１３時３０分～１５時４０分 

 （受付：１２時４５分～） 

 

４ 会 場  小美玉市小川文化センター（アピオス） 大ホール   

〒３１１-３４２３ 小美玉市小川２２５ 

 

５ 参加対象者 福祉サービス事業所の苦情解決責任者、苦情受付担当者、 

第三者委員、その他役職員 

 

６ 参加者  定員１，２００名 （定員になり次第、締め切らせていただきます。） 

 

７ 参加費  無料 

 

８ 内 容  １２時４５分 受付開始 

１３時３０分 開会・あいさつ 

 １３時４０分 「苦情から学ぶ～利用者本位の支援とは」（仮題） 

講師 茨城県社会福祉士会 会長 竹之内章代 氏 

（東北福祉大学 総合福祉学部社会福祉学科 准教授） 

 １５時３０分 質疑・応答  

１５時４０分 閉 会 

 

９ 申し込み方法 県社協のホームページにある「参加申込書」をダウンロードし必要事

項を記載のうえ、平成３０年２月１５日（木）までに、郵送又はＦＡＸ

でお申し込みください。 

（参加申込書は、ホームページの次の場所にあります。） 

茨城県社会福祉協議会のトップページ→「施設・利用者支援」にある

「福祉サービスの苦情相談」→ページ下部にある「福祉サービス苦情解

決研修会」に掲載。 

 

FAX での申し込みの場合は、必ず事務局に受信確認をお願いします。 

 

問い合わせ先 

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 運営適正化委員会 事務局 

〒310-８５８６ 水戸市千波町 1918 茨城県総合福祉会館 2 階 

TEL 029（244）3147  FAX 029（241）1434 

 

10 その他  会場の駐車場は、駐車台数に限りがあります。当日は大変混み合う見込

みとなっておりますので、乗り合わせのうえ来場されるか、公共交通機関を

ご利用ください。 
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 参 考 資 料  
 

 

 

 

 

 

１ 社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の 

仕組みの指針について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

 

２ 事業者段階における「苦情解決」の体制整備について ・・・・・・・・ ３７ 

 

３ 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業 ・・・・・・・・・・・・・ ４４ 



障 第 ４ ５ ２ 号          

社援第１３５２号          

老 発 第 ５ １ ４ 号          

児 発 第 ５ ７ ５ 号          

平成１２年６月７日 

                           

                              （ 一部改正） 

雇児発０３０７第１号 

社援発０３０７第６号 

老発０３０７第４２号 

平成２９年 ３月 ７日 

   

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿                           

  中 核 市 市 長       

 

 

                    厚生省大臣官房障害保健福祉部長 

 

厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 長                     

 

厚 生 省 老 健 局 長      

 

厚 生 省 児 童 家 庭 局 長                     

 

 

 

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について 

 

 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律（平成１２年６月

７日法律第１１１号）の施行に伴い、社会福祉法第８２条の規定により、社会福祉事業の

経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決

に努めなければならないものとされます。 

 そこで、新たに導入される苦情解決の仕組みが円滑に機能するよう、福祉サービスを提

供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考として、苦情解決の体制や手順

等について別紙のとおり指針を作成しましたので、貴管内市町村（指定都市及び中核市除

く）及び関係者に周知をお願いします。 

 なお、当該指針については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第

１項の規定に基づく技術的助言として通知するものです。 

 また、社会福祉法第６５条の規定により、厚生大臣が利用者等からの苦情への対応につ

いて必要とされる基準を定めることとされたこと等に伴う対応については、児童福祉法、

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づく各施設の最低基準の改正等を検討してい

るところであり、追って通知する予定です。
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（別紙） 

 

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 

 

                                                                              

（対象事業者） 

 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を経営する者とする。 

 また、上記以外の福祉サービスを提供する者等についても、本指針を参考として、苦

情解決の仕組みを設けることが望まれる。 

 

 

１ 苦情解決の仕組みの目的 

○ 自ら提供するサービスから生じた苦情について、自ら適切な対応を行うことは、 

社会福祉事業の経営者の重要な責務である。 

○ このような認識に立てば、苦情への適切な対応は、自ら提供する福祉サービス

の検証・改善や利用者の満足感の向上、虐待防止・権利擁護の取組の強化など、

福祉サービスの質の向上に寄与するものであり、こうした対応の積み重ねが社会

福祉事業を経営する者の社会的信頼性の向上にもつながる。 

○ 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解

決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保

を図ることが重要である。 

 

２ 苦情解決体制 

 

 （１）苦情解決責任者 

    苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等を苦情解決責任者とする。 

 

 （２）苦情受付担当者 

   ○ サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情

    受付担当者を任命する。 

 

   ○ 苦情受付担当者は以下の職務を行う。 

    ア 利用者からの苦情の受付 

    イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録 

    ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への

報告 
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 （３）第三者委員 

    苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応

を推進するため、第三者委員を設置する。 

   ○ 設置形態 

    ア 事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者が第三者委員を活

用できる体制を整備する。 

    イ 苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、複数事業所や複数法

人が共同で設置することも可能である。 

 

   ○ 第三者委員の要件 

    ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。 

    イ 世間からの信頼性を有する者であること。 

     （例示） 

     評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護 

士など 

 

   ○ 人数 

     第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。その

際、即応性を確保するため個々に職務に当たることが原則であるが、委員相互の

情報交換等連携が重要である。 

 

   ○ 選任方法 

     第三者委員は、経営者の責任において選任する。 

   （例示） 

    ア 理事会が選考し、理事長が任命する。 

    イ 選任の際には、運営協議会や利用者等からの意見聴取を行う。 

 

   ○ 職務 

    ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

    イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

    ウ 利用者からの苦情の直接受付 

    エ 苦情申出人への助言 

    オ 事業者への助言 

    カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 

    キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 

    ク 日常的な状況把握と意見傾聴 
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   ○ 報酬 

     第三者委員への報酬は中立性の確保のため、実費弁償を除きできる限り無報酬

    とすることが望ましい。ただし、第三者委員の設置の形態又は報酬の決定方法に

    より中立性が客観的に確保できる場合には、報酬を出すことは差し支えない。 

     なお、かかる経費について措置費等より支出することは、差し支えないものと

    する。 

      

３ 苦情解決の手順 

 

 （１）利用者への周知 

    施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用者に対

   して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解

   決の仕組みについて周知する。 

 

 （２）苦情の受付 

   ○ 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第三者委員

    も直接苦情を受け付けることができる。 

    

   ○ 苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、

    その内容について苦情申出人に確認する。 

    ア 苦情の内容 

    イ 苦情申出人の希望等 

    ウ 第三者委員への報告の要否 

    エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの

     要否 

 

   ○ ウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決

を図る。 

 

 （３）苦情受付の報告・確認 

   ○ 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に

    報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示

    をした場合を除く。 

 

   ○ 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。 
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   ○ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確

    認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。 

 

 （４）苦情解決に向けての話し合い 

   ○ 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情

    申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることがで

    きる。 

 

   ○ 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次に

    より行う。 

    ア 第三者委員による苦情内容の確認 

    イ 第三者委員による解決案の調整、助言 

    ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

     なお、苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができる。 

 

 （５）苦情解決の記録、報告 

    苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確

   保される。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。 

    ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面

     に記録をする。 

    イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、

     必要な助言を受ける。 

    ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人

     及び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。 

 

 （６）解決結果の公表 

    利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図

るため、個人情報に関するものを除き、インターネットを活用した方法のほか、「事

業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。 
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平成 12 年 6 月 26 日 

 

 

事業者段階における「苦情解決」の体制整備について 

 

 

 

全国社会福祉協議会 

 

 

社会福祉の増進のための社会福祉法等の一部を改正する等の法律（平成 12 年 6 月 1 日法

律第 111 号）の施行に伴う、社会福祉法第 82 条の規定及び局長通知「社会福祉事業の経営

者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について（平成 12 年 6 月 7 日付障

第 452 号、社援第 1352 号、老発第 514 号、児発第 575 号）」により、社会福祉事業の経営

者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努

めなければならないものとされました。 

このため、事業者段階における「苦情解決」の体制整備の参考に資するため、業務の流

れ、書式（例）及び掲示又はパンフレットに盛り込む内容例を作成いたしました。 

 

 

 

1. 業務の流れ 

(1)苦情の受付 

◇苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第三者委員も直

接苦情を受け付けることができる。 

◇苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、その

内容について苦情申出人に確認する。 

ア.苦情の内容  イ.苦情申出人の希望等  ウ.第三者委員への報告の要否 

エ.苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要

否 

◇ウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図

る。 

 

 

(2)苦情受付の報告・確認 

◇苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告

する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした

場合を除く。 

◇投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。 

◇第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認す

るとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。 

 

 

(3)苦情解決に向けての話し合い 

◇苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情申出

人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。 
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◇第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により

行う。 

ア.第三者委員による苦情内容の確認 

イ.第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ.話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

なお、苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができる。 

 

 

(4)苦情解決結果の記録、報告 

◇苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確保

される。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。 

ア.苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記

録をする。 

イ.苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必

要な助言を受ける。 

ウ.苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び

第三者委員に対して一定期間経過後、報告する。 

 

 

(5)解決結果の公表 

◇利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るた

め、個人情報に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、

公表する。 

 

 

 

2. 書類の整備 

「苦情解決」の体制整備をする際、社会性や客観性を確保し円滑に実施するため、各事

業所では業務の流れに沿って各種書類を準備する必要があります。特に、苦情受付書を

はじめ別紙に例示するものは基本となる書類であることから、各々の事業所で書類を整

備する際の参考資料として活用いただきますようお願いいたします。 

① 苦 情 受 付 書            [書式①] 

② 苦 情 受 付 報 告 書            [書式②] 

③ 苦情解決結果報告書   [書式③] 

 

 

 

3. 利用者への周知 

苦情解決責任者は、利用者に対して苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員

の氏名・連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する必要があります。 

周知のため、事業所内での掲示やパンフレットに盛り込むべき内容は、別紙（例）を

参考として各事業所で整備していただきますようお願いいたします。 

①掲示又はパンフレットに盛り込むべき内容（例）  [別紙１] 
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[書式①] 

【秘】 

苦情受付書                     (苦情受付担当者) 

受付日 平成    年    月    日(   曜日) 苦情の発生時期    年   月   日 受付 No.  

記入者  苦情の発生場所  

申

出

人 

氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)  
住 

 

所

 

 

℡ 利用者との関係 
本人、親、子、 

その他(             ) 

申出人が本人以外の場合は、利用者の氏名、年齢、性別、連絡先を記入 

苦 

 

情 

 

の 

 

内 

 

容 

相談の分類 
①ケアの内容に関わる事項    ②個人の嗜好・選択に関わる事項     ③財産管理・遺産・遺

言等    ④制度、施策、法律に関わる要望    ⑤その他(                         ) 

 

申

出

人

の

希

望

等 

 

備 

 

 

考 

 

申出人の要望 
□ 話を聞いて欲しい  □教えて欲しい  □回答が欲しい  □調査して欲しい   

□改めて欲しい      □その他[                                                       ] 

申出人への 

確認 

第三者委員への報告の要否                       要□    否□  確認欄[                ] 

話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要否   要□    否□  確認欄[                ] 

[書式①表] 
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相談記録 
 

 

想定原因 
□ 説明・情報不足    □職員の態度    □サービス内容    □サービス量    □権利侵害 

□その他[                       ] 

処理経過 
 

 

結 果     
 

 

[書式①裏] 
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[書式②] 

(第三者委員→苦情申出人) 

苦情受付報告書 
平成   年   月   日 

 

苦 情 申 出 人   様 

 

 

 

第 三 者 委 員 名  印 

 

 

 

苦情受付担当者から下記のとおり苦情受付（受付 No.   ）についての報告がありましたこ

とを通知いたします。 

 

 

 

記 
 

 

苦情の申出日 平成    年    月    日(   曜日) 苦情申出人名  

苦情発生時期 平成    年    月    日 利用者との関係 本人、親、子、その他(         )

苦 

 

情 

 

の 

 

内 

 

容 
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[書式③] 

(苦情解決責任者→第三者委員、苦情申出人) 

 

苦情解決結果報告書 
平成    年    月    日 

 

第三者委員（苦情申出人）  様 

 

 

苦情解決責任者名   印 

 

 

 

平成    年    月    日付けの苦情（受付 No.   ）については、下記のとおり解決いたし

ましたので、報告いたします。 

 

 

記 
 

 

 

苦情内容 
 

 

解決結果 
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[別紙１] 

 

【掲示又はパンフレットに盛り込む内容（例）】 
 

平成    年    月    日 

 

利 用 者 各 位 

 

 

事   業   者   名 

 

 

「苦情申出窓口」の設置について 

 

社会福祉法第８２条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整え

ることといたしました。 

本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解

決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

1. 苦情解決責任者           ○  ○  ○  ○  （肩書） 

2. 苦情受付担当者           ○  ○  ○  ○  （肩書） 

3. 第 三 者 委 員     （１）○  ○  ○  ○   [連絡先] 

           （２）○  ○  ○  ○   [連絡先] 

 

 

4. 情解決の方法 

 

(1) 苦情の受付 

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付ます。なお、第三者委員に直接

苦情を申し出ることもできます。 

 

(2) 苦情受付の報告・確認 

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員へ

の報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に

対して、報告を受けた旨を通知します。 

 

(3) 苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出

人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。 

ア．第三者委員による苦情内容の確認 

イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

 

(4) 都道府県「運営適正化委員会」の紹介（介護保険事業者は国保連、市町村も紹介） 

本事業者で解決できない苦情は、○○県社会福祉協議会（連絡先を記載）に設置された運営適

正化委員会に申し立てることができます。 
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社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業 

 

第１種社会福祉事業 

○救護施設 

○更生施設 

○その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的

とする施設 

○生計困難者に対する助葬事業 

○乳児院 

○母子生活支援施設 

○児童養護施設 

○障害児入所施設 

○児童心理治療施設 

○児童自立支援施設 

○養護老人ホーム 

○特別養護老人ホーム 

○軽費老人ホーム 

○障害者支援施設 

○婦人保護施設 

○生活保護法第３８条第５項に規定する授産施設 

○社会福祉法第２条に規定する授産施設（事業授産施設） 

○生活福祉資金貸付事業 

 

第２種社会福祉事業 

○無料低額宿泊事業 

○宿所提供施設 

○認定生活困窮者就労訓練事業 

○障害児通所支援事業 

○障害児相談支援事業 

○児童自立生活援助事業 

○放課後児童健全育成事業 

○子育て短期支援事業 

○乳児家庭全戸訪問事業 

○養育支援訪問事業 

○地域子育て支援拠点事業 

○一時預かり事業 

○小規模住居型児童養育事業 

○小規模保育事業 

○病児保育事業 

○子育て援助活動支援事業 

○助産施設 

○保育所 

○児童厚生施設 

○児童家庭支援センター 
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○児童の福祉の増進について相談に応じる事業 

○幼保連携型認定こども園を経営する事業 

○母子家庭日常生活支援事業 

○父子家庭日常生活支援事業 

○寡婦日常生活支援事業 

○母子・父子福祉施設 

○老人居宅介護等事業（訪問介護） 

○老人デイサービス事業（通所介護） 

○老人短期入所事業（短期入所生活介護） 

○小規模多機能型居宅介護事業 

○認知症対応型老人共同生活援助事業（グループホーム） 

○複合型サービス福祉事業 

○老人デイサービスセンター 

○老人短期入所施設 

○老人福祉センター 

○老人介護支援センター 

○障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、

生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援、共同生活援助、多機能型、一体型指定共同生活介護事業所等、

特定基準該当障害福祉サービス） 

○一般相談支援事業 

○特定相談支援事業 

○移動支援事業 

○地域活動支援センター 

○福祉ホーム 

○身体障害者生活訓練等事業 

○手話通訳事業 

○介助犬訓練事業 

○聴導犬訓練事業 

○身体障害者福祉センター 

○補装具製作施設 

○盲導犬訓練施設 

○視聴覚障害者情報提供施設 

○身体障害者の更生相談事業 

○知的障害者の更生相談事業 

○生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所そ

の他の施設を利用させる事業 

○生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 

○生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施

設を利用させる事業 

○隣保事業 

○福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業） 

○上記の事業に関する連絡又は助成を行う事業 
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しせつの損害補償
社会福祉施設総合損害補償

福祉施設の福祉施設の事故・紛争円満解決のために事故・紛争円満解決のために福祉施設の事故・紛争円満解決のために ホームページでも内容を紹介しています
http://www.fukushihoken.co.jp

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

施設業務の補償プラン１１ （賠償責任保険、動産総合保険）

施設利用者の補償プラン22 （普通傷害保険）

❶ 基本補償（賠償・見舞費用）

❷ 個人情報漏えい対応補償　 ❸ 施設の什器・備品損害補償

▶保険金額

❶ 入所型施設利用者の傷害事故補償　　❷ 通所型施設利用者の傷害事故補償

❷ 施設職員の傷害事故補償

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

▶年額保険料（掛金）

基
本
補
償（
A
型
）
見
舞
費
用
付
補
償（
B
型
）

対人賠償（１名・１事故）

基本補償（A型） 定　　員 基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円

2,000万円

200万円

20万円

1,000万円

1,000万円

500万円

2,000万円
35,000～61,460円

68,270～97,000円

1,500円

1～50名

51～100名

以降1名～10名増ごと200万円

20万円

1,000万円

1,000万円

500万円

死亡時 100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

対物賠償（１事故）

受託・管理財物賠償（期間中）

うち現金支払限度額（期間中）

人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）

身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）

被害者対応費用（１名につき）

施設送迎車に搭乗中のケガに対し、プラン２‒❶、❷の
傷害保険や自動車保険などとは関係なく補償

傷害見舞費用

賠
償
事
故
に
対
応

お
見
舞
い
等
の
各
種
費
用

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

●オプション１ ●訪問・相談等サービス補償
●オプション２ ●医務室の医療事故補償

 ●看護師の賠償責任補償
●オプション３ ●借用不動産賠償事故補償
●オプション４ ●クレーム対応サポート補償

保険期間１年

保険期間１年、職種級別Ａ級（10口まで加入できます）

保険期間１年、職種級別Ａ級（10口まで加入できます）

❸ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償

❶ 施設職員の労災上乗せ補償　
　 ●オプション：使用者賠償責任補償
❸ 施設職員の感染症罹患事故補償

〈SJNK17-17291 2018.1.12作成〉

施設職員の補償プラン33 （労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険）

社会福祉法人役員等の補償プラン44 （賠償責任保険）

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

1事故10万円限度 1事故10万円限度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７〈引受幹事

保険会社〉
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3 を除きます。）

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険期間１年

●この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約（賠償責任保険、医師賠償責任保険、個人情報取扱事業者賠償責任保険、普通傷害保険、労働災害総合保険、約定履行費用保険、動産総合保険、費用・利益保険）です。

1 口あたりの補償額
死亡保険金 100万円

定員１人 1 口あたり
❶入所型施設利用者 1,310円
❷通所型施設利用者 990円後遺障害保険金 程度に応じて死亡保険金額の4～100%

入院保険金（１日あたり） 800円

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の10倍
　外来の手術：入院保険金日額の5倍

通院保険金（１日あたり） 500円

▶保険金額 ▶年額保険料（掛金）

1 口あたりの補償額

Ａタイプ Ｂタイプ Ｃタイプ

死亡保険金

1事故・期間中

140万円
定員１人 1 口あたり

施設役員・職員
1 名 1 口あたり

3円（１日あたり）
780円（年間：週5日勤務の場合）後遺障害保険金 程度に応じて死亡保険金額の4～100%

入院保険金（１日あたり） 1,500円

5,000万円 1億円 3億円

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の10倍
　外来の手術：入院保険金日額の5倍

通院保険金（１日あたり） 600円

▶保険金額

▶保険金額

▶年額保険料（掛金）

平成30年度

改定

改定

新設

新設



〈SJNK17-16971　2018.1.9 作成〉

全国200万人
加入!!

地域福祉活動や
　　ボランティア活動の
さまざまな行事における
ケガ、賠償（主催者責任）
を補償 !!

ボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティアボランティア活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保活動保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険ボランティア活動保険
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保険金額保険金額 年間保険料（1名あたり）年間保険料（1名あたり）

ケ
ガ
の
補
償

の
補
償

賠
償
責
任

死亡保険金

Aプラン Bプラン Aプラン Bプラン

1,040万円 1,400万円
1,040万円
（限度額）

300万円（限度額）

1,400万円
（限度額）

6,500円 10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

4,000円 6,000円

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

特定感染症の補償

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

葬祭費用保険金
（特定感染症）

入院中の手術

外来の手術

手術
保険金

350円 510円

500円 710円

基本タイプ

　天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火または津波）に起因す
　　る被保険者自身のケガを補償します（天災危険担保特約
　　条項）が、賠償責任の補償については、天災に起因する
　　場合は対象になりません。

● 清掃ボランティア活動中、転んでケガをして通院した。（ケガの補償）
● 活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。（ケガの補償）
● 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院し
　た。（ケガの補償）
● 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花びんを落として
　こわした。（賠償責任の補償）
● 自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガを
　させた。（賠償責任の補償）

保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いする主な場合

保険金の種類
プラン

タイプ
プラン

保険金額保険金額 保険料（1名あたり）保険料（1名あたり）

ケ
ガ
の
補
償

参
加
者
本
人
の
ケ
ガ

の
補
償

賠
償
責
任

死亡保険金

保険金の種類 補償内容 A プラン
（宿泊を伴わない行事）

400万円
400万円（限度額）
3,500円
35,000円

17,500円
2,200円

1名・1事故2億円（限度額）
1事故1,000万円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

対人事故

対物事故

入院中の手術

外来の手術
手術
保険金

1日　28円
（最低保険料　560円）

1日　126円
（最低保険料　2,520円）

1日　248円
（最低保険料　4,960円）

A1の行事 A2の行事 A3の行事

C プラン
（宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に特定できない行事）

B プラン
（宿泊を伴う行事）

241円 295円1泊2日（2日間） 2泊3日（3日間）

A・B・Cプラン共通（A・B・Cプラン共に熱中症危険補償特約セット） ※詳しい内容は、パンフレットをご覧ください。

●
後
遺
障
害
も

　フ
ル
カ
バ
ー
な
の
で

　
　
　
　安
心
で
す
！！

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

◆ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中の
　ケガや賠償責任を補償！
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（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

◆送迎・移送サービス中の自動車事故などに
　よるケガを補償！
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（傷害保険）

上記後遺障害、入院、通院の
各補償金額（保険金額）に同じ

※賠償責任の補償の限度額は、補償の対象となるリスクの種類ごとに適用
されます。

A1の行事

1日　28円（最低保険料　560円）

平成30年度

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3 を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 福祉サービス苦情解決事業実績報告書 
 

平成３０年３月 発行 

 

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会 

運営適正化委員会 

 

〒３１０－８５８６ 水戸市千波町１９１８ 

ＴＥＬ ０２９－３０５－７１９３ 

ＦＡＸ ０２９－３０５－７１９４ 
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